
「学校における安全点検要領（R6.3.26）」について

教職員の負担を軽減しつつ質の高い安全点検を実現するために
・ 安全点検の具体的な基準（頻度・観点・手法等）の明確化が必要
・ 専門家に相談すべき点検内容の整理が必要
・ 子供の視点を加えた安全点検の推進が必要

課
題

✓ 点検の基準（観点・手法・頻度・不具合対応）を整理
✓ 学校で日常的に使える点検表を作成
✓ 専門家（外部人材）の活用を整理
✓ 子供の視点やICTを活用した事例等を紹介

【学校（教職員）による対応を整理】
設置者・専門家との連携ポイントが分かる

【過去の事故・ヒヤリハット事案の整理】
過去の事故等の教訓を分かりやすく整理

【安全確保のための取組の全体像を整理】
セーフティプロモーションスクール等を参考に取組を推進

「安全教育」と「安全管理」を両輪として取り組む

【箇所ごとのポイントを整理】
点検の観点・手法・頻度・

不具合が見つかった際の対応が分かる

【1分程度のポイント動画】
誰でもすぐに点検ができる

【学校ですぐに使える点検表】
そのまま使える、編集・加工もできる

【様々な事例紹介】
子供の視点やICTを活用した

事例等を紹介

「学校における安全点検要領」を新たに作成

https://anzenkyouiku.mext.go.jp/anzentenken/index.html公表ぺージ

資料４

https://anzenkyouiku.mext.go.jp/anzentenken/index.html


効果的に安全点検を推進するためのノウハウ集（R7.3）

令和６年３月に作成・公表した「学校における安全点検要領」を踏まえ、以下の３つの観点
から、取組充実のためのノウハウを事例をもとにQ＆A 形式で示したもの。
安全点検の効率化・高度化や効果的な事故防止の取組の推進に役立てていただきたい。



「学校事故対応に関する指針」の改訂（R6.3.26）について

日頃の取組

初期対応

詳細調査

再発防止策の策定・実施

・学校の安全点検
・危機管理に関する教員研修
・子供たちへの安全教育
・保護者や地域住民等との連携・協働体制の整備

事故発生

・速やかな応急手当・救急要請
・事故発生の一報（死亡事故・意識不明事故等は国まで報告）
・基本的な事実関係の整理（基本調査）

・第三者による要因の調査・再発防止策の提言（詳細調査）
・詳細調査の結果を国まで報告

・詳細調査の結果を踏まえた具体的な措置
・事故事例・再発防止策の国における横展開

事故に備えた組織的な取組

【課題】事故に備えた組織的な取組が十分でない
✓ 「安全点検要領」を活用した質の高い安全管理
✓ 地域･保護者等と連携した学校安全体制の構築

重大事故の国への報告

【課題】国まで確実な事故報告がなされていない
✓ 報告対象事故の明確化（死亡・意識不明事故等）

事故発生時の対応

【課題】事故後の調査が適切に行われていない
✓ 調査の実施状況を国が把握
✓ 必要に応じて国や教委等が助言等を実施

【課題】被害者やその家族への配慮が十分でない
✓ 中立な立場で対応を支援する「支援担当者」の設置

事故対応の基本的な流れ

学校ですぐ使える対応チェックリストを収録

ポイント解説動画
も公開

こちらからチェック



学校安全の推進に関する有識者会議（令和７年度）
１．設置の趣旨

令和４年３月２５日、今後５ヵ年（令和４年度から令和８年度）におけ
る学校安全に係る基本的方向性と具体的な方策を示す「第３次学校
安全の推進に関する計画」が閣議決定され、各学校における安全に係
る取組を本計画に基づき総合的かつ効果的に推進することとなった。

本計画に基づき、安全で安心な学校環境の整備、組織的な取組等を
一層充実していくため、「学校安全の推進に関する有識者会議（以下
「有識者会議」という。）」を設置し、学校安全の推進の在り方について
検討を行う。

２．検討事項
（１）第３次学校安全の推進に関する計画の進捗管理に関すること
（２）学校安全に関する政策の推進に関すること
（３）その他、学校安全に関する取組状況等の調査・分析に関すること

３．実施方法
（１）有識者等の協力を得て、上記の検討を行う。
（２）本会議の下に、ワーキンググループを置くことができる。
（３）必要に応じて、別紙以外の関係者にも協力を求めることができる。

４．実施期間
令和７年６月４日から令和８年３月３１日までとする。

５．その他

有識者会議の庶務は、総合教育政策局男女共同参画共生社会学
習・安全課安全教育推進室において行う。なお、本要綱に定めるもの
のほか、有識者会議の運営に際し必要な事項は別に定める。

【委員名簿】

大木 聖子 慶應義塾大学環境情報学部・准教授

小川 和久 東北工業大学・教授

北村 光司 産業技術総合研究所・主任研究員

桐淵 博 公益財団法人日本AED財団

（元さいたま市教育委員会教育長）

坂井 由利子 国分寺市立第十小学校・校長

桜井 愛子 神戸大学大学院国際協力研究科・教授

首藤 由紀 株式会社社会安全研究所・代表取締役

神内 聡 兵庫教育大学・教授

長塚 篤夫 順天中学校・高等学校・校長

平塚 真一郎 石巻市立湊中学校・校長

藤田 大輔 大阪教育大学・教授

村上 佳司 桃山学院大学・教授

山中 龍宏 緑園こどもクリニック・院長

吉門 直子 土佐市教育研究所・所長

渡邉 正樹 東京学芸大学・名誉教授 ◎



有識者会議の検討体制と進め方

●「学校事故予防に向けたデータの活用と施策の検証」
●「危機管理マニュアル等の見直し・実効性を高める方策」
●「学校における安全教育の取組のさらなる充実」
について期間中４回の会議を実施し、検討を進める。※ワーキンググループの設置は行わない。

１．令和７年度における検討体制

２．検討の進め方

〇 第３次計画期間（令和４年度～８年度）においては、以下の６点を本会議の検討テーマとする。
・ 学校事故対応に関する指針の見直しについて【R5年度検討済み】
・ 学校における安全点検の在り方について【R5年度検討済み】
・ 学校安全を推進するための組織体制の在り方について【R6年度検討済み】
・ 危機管理マニュアル等の見直し・実効性を高める方策について【R7年度検討予定】
・ 学校における安全教育の取組のさらなる充実について【継続的に検討】
・ 学校事故予防に向けたデータの活用と施策の検証について【継続的に検討】

〇 「学校事故予防に向けたデータの活用と施策の検証」と「学校における安全教育の取組のさらなる充実」

については、テーマの性質に鑑み、第３次計画期間中は継続的に議論を行うこととする。

〇 令和７年度は、上記に加えて新たに「危機管理マニュアル等の見直し・実効性を高める施策」について、

検討を進めることとする。



学校安全ポータルサイト

https://anzenkyouiku.mext.go.jp/index.html

学校安全に関する情報は
「学校安全ポータルサイト」

で検索！！

こちらのQRコードから
サイトをご覧いただけます。

●研修会情報
●文科省作成資料
（危機管理マニュアル作
成の手引き等）
●都道府県等作成資料
（児童生徒等向け教材・
教職員向けの資料等）
●重大事故事例
●熱中症対策情報
●コンパクトに学べる
研修資料 等



教職員のための学校安全ｅ‐ラーニング

全ての教職員は、各キャリアステージにおいて必要な学校安全に関する資質・能力を身に付けることが

求められています。「教職員のための学校安全ｅ-ラーニング」は誰でも・いつでも・どこでも、学校安全に
関して習得しておくべき事項を学ぶことができます。

コ ー ス の 名 称 対 象 者 主 な 内 容

基 礎 研 修 ①

教職員を目指す学生等

学校安全の全体像

基 礎 研 修 ② 安全教育の基礎

基 礎 研 修 ③ 安全管理の基礎

初任者等向け研修 １年目から概ね５年程度の教職員 学校安全の具体

中堅教員向け研修 概ね６年以上、中堅として活動する教職
員 学校安全のPDCA

管理職向け研修 管理職又はそれに準じる立場の教職員 目標と体系、組織活動

小テストに合格す
ると修了証が発行
されます！

画面イメージ 活用シーン

学校安全ポータル
サイトで誰でも
学べます！
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